
 

公   告  

 

次のとおり公募型プロポーザルに付すこととしたので公告する。 

 令和７年９月３日 

                          

                          一般社団法人広島県観光連盟 

                              会長 佐々木 茂喜 

 

１ 業務内容 

 (1)  業務名 

 インフルエンサーの活用による「尾道」「呉」への観光客誘客促進業務委託(以下、「本業務」と

いう。) 

 (2)  業務の仕様等 

公募型プロポーザル説明書及び仕様書による。 

 (3)  履行期間 

契約締結の日から令和８年２月１０日（火）まで 

 (4)  履行場所 

   広島県内 

(5)  事業予算額 

    2,500千円（取引に係る消費税及び地方消費税の額を含む） 

 

２ 公募型プロポーザル参加資格 

  次に掲げる条件をすべて満たすものとする。 

 (1)  令和６年広島県告示第 607号（令和７年から令和９年において県が行う物品及び役務を調達する

ための競争入札に参加する者に必要な資格等）によって「56A 広告・広報」の資格を認定されて

いる者であること。又は、令和６年広島県告示第 607号のいずれかの資格を有しない事業者につい

ては、国税及び地方税を滞納していないこと。 

 (2)  本件調達の公告日から契約締結日までの間のいずれの日においても、広島県の指名除外を受けて

いない者であること。 

 

３ 公募型プロポーザル手続等 

(1) 公募型プロポーザル説明書及び仕様書等の交付場所、交付期間及び入手方法 

ア 交付場所 

 〒730-0011 広島市中区基町 5番 44号 

一般社団法人広島県観光連盟（広島商工会議所ビル 8階） 

電話（082）221-6516 

イ 交付期間 

令和７年９月３日（水）から令和７年９月１６日（火）まで（土曜日、日曜日及び国民の祝日

に関する法律〔昭和 23年法律第 178号〕に規定する休日を除く。）の午前８時３０分から午後５
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時までの間、随時交付する。 

ウ 入手方法 

上記アの場所で直接受け取る、ひろしま公式観光サイト「Dive! Hiroshima」からダウンロー

ドする、又は郵送により請求すること。ただし、郵送による請求の場合は、上記イの期間内に必

着することとし、返信用の封筒及び切手を同封すること。 

 (2) 公募型プロポーザル参加資格の確認 

ア 本件公募型プロポーザルへの参加を希望する者は、公募型プロポーザル説明書に明記されてい

る公募型プロポーザル参加資格確認申請書及び必要な添付書類（以下「公募型プロポーザル参加

資格確認申請書等」という。）を提出し、公募型プロポーザル参加資格の確認を受けなければな

らない。 

    確認の結果、公募型プロポーザル参加資格に適合するとされた者に限り、公募型プロポーザル

に参加することができる。 

  イ 提出先 

    上記(1)アの場所    もしくはメールによる提出も可能。 

               メール宛先 k-shimomura@kanko-hiroshima.or.jp 

及び a-takahashi@kanko-hiroshima.or.jp 

ウ 提出期限 

令和７年９月１６日（火） 午後５時００分（必着） 

  エ 提出方法 

持参又は郵送等（書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律〔平成 14 年法律第

99号〕第２条第６項に規定する一般信書便事業者又は同条第９項に規定する特定信書便事業者の

提供する同条第２項に規定する信書便の役務のうちこれらに準ずるものに限る。）又はメールに

よる。ただし、郵送等による場合は、上記ウの期限までに必着することとする。 

  オ 公募型プロポーザル参加資格の確認結果の通知 

    令和７年９月１７日(水)までに通知する。 

(3)  提案書の提出期限及び提出方法 

  ア 提出先 

上記(1)アの場所 

  イ 提出期限 

令和７年９月２９日（月） 午後５時００分（必着） 

  ウ 提出方法 

持参又は郵送等による。ただし、郵送等による場合は、上記イの期限までに必着することとす

る。 

 

４ 最優秀提案者の決定 

 (1)  審査方法 

   提案書の内容を基に、あらかじめ定めた提案書審査評価基準に従い、一般社団法人広島県観光連

盟公募型プロポーザル審査会が審査し、審査評価基準に定める要件を満たし、かつ、最も高い評価

値を得たものを最優秀提案者として決定する。 

  審査方法は書類審査とする。 

mailto:k-shimomura@kanko-hiroshima.or.jp
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 (2)  提案書評価基準 

   評価項目については、「インフルエンサーの活用による「尾道」「呉」への観光客誘客促進業務委

託企画提案書作成要領」に基づき記載した項目を対象に、評価を行う。 

 

 (3) 結果の通知 

   令和７年１０月６日（月）に、すべての提案書提出者に対し、通知する。 

 

５ その他 

 (1)  契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨 

 (2)  公募型プロポーザル参加者に求められる義務 

   公募型プロポーザル参加者は、担当する職員から公募型プロポーザル参加資格確認申請書等につ 

いて説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 

（3） 契約書作成の要否 

   要 

(4)  その他 

公募型プロポーザル説明書による。 

 

６ 問い合わせ先 

  〒730-0011 広島市中区基町 5番 44号 広島商工会議所ビル 8階 

一般社団法人広島県観光連盟 下村 高橋 田島 若林 

電話（082）221‐6516 ＦＡＸ（082）222‐6768 

電子メール k-shimomura@kanko-hiroshima.or.jp 
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